
   

 

 

 

 

 

令和５年４月１日から、藤沢公民館・藤沢支所・藤沢地域包括支援センターの施設が藤沢地 

区センターへと再編しました。また藤の台公民館は藤沢地区センター藤の台分館となりました。 

地区センターは、「支所機能」「公民館機能」「自治振興支援機能」「防災拠点機能」「福祉総合相

談窓口機能」「地域包括支援センター」の６つの機能を備えた複合施設です。 

地域住民の利便性向上や地域福祉の発展を目的に業務を行ってまいりますので、今後もよろ 

しくお願いします。 

 

 

 

藤沢地域包括支援センターが地区センター化に伴い令和５年３月１３日に健康福祉センター

から藤沢地区センター内へ移転しました。 

高齢者の方が住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けられるように、介護・福祉・保健・医

療などさまざまな面で支援を行います。     

問い合わせ 藤沢地域包括支援センター 電話：２９６０－６３０７（以前までと同じ）

【４月】６日(木)～８日(土) 期日前投票会場 

９日(日)      埼玉県議会議員投票会場 

２９日(土)     休館（昭和の日） 

 

 

《公民館定期利用サークルの皆様へ》                         ×はお休みです 

6月分の施設優先予約の受付は 5月１日(月)・２日(火)・６日(土)の 3日間です。 

通常より期間が短いので、ご注意ください。 
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新年度を迎え、職員の異動がありました 

藤沢公民館、藤沢支所、藤の台公民館から多くの職員の異動がありました。 

公民館長及び地区センター長から代表でご挨拶を申し上げます。 

（退任の挨拶） 
 

 ☆髙橋 健一（藤沢公民館長） 

この度、３月３１日をもちまして、公民館長を退任いたしました。 

５年間という期間でしたが、在任中は、地域の多くの方にご厚情ご支援を頂き、大変充実した

日々を過ごすことができました。 

心から厚くお礼申し上げます。 

この４月から公民館も新しい組織となりましたが、相変わらずのご支援をよろしくお願いいた

します。 

 結びに、藤沢地区の益々の発展並びに皆様方のご健勝をお祈り申し上げます。 

 

 （退任の挨拶） 

 

 ☆諸井 和男（藤の台公民館長） 

桜の花だよりが賑わす頃となりました。新型コロナウイルスの影響でまだまだ気持ちも落ち着か

ない日々が続いておりますが、皆様におかれましてはご清栄にお過ごしの事と思います。 

 さて、私こと３月３１日付けをもちまして退任いたしました。地域の皆さんと過ごした５年間、

地域の皆さんをはじめ、多くの公民館利用者の皆様には公私にわたりご指導ご鞭撻と多くの思い

出をいただき厚く御礼申し上げます。本当に心楽しい５年間でした。ありがとうございました。 

 結びに、皆様のご健勝、ご多幸と公民館が生涯学習の場、地域のふれあいの場としてさらに発

展されますことを祈念いたしまして、退任のご挨拶とさせていただきます。 
 

 （着任の挨拶） 
 

 ☆小峯 一幸（藤沢地区センター長（藤沢公民館長）） 

 若葉の緑が目にも鮮やかな季節を迎え、藤沢地区の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び

申し上げます。 

 さて、まちづくりの中心「地域の拠点」となるべく６つの機能を備えた複合施設として、藤沢

地区センターが開所しました。センター長に着任いたしました小峯でございます。藤沢公民館長

も併任いたしますので、髙橋前館長の後任としても、お世話になります。公民館では、地域づく

り担当として「自治振興支援機能」「防災拠点機能」も担っていきます。 

 藤の台公民館は地区センターの分館となりましたので、新たな形での社会教育、生涯教育の一

角を担い、地域の皆様が親睦を深めていただけるよう、努力してまいります。 

 藤沢支所は住民事務担当として「防災拠点機能」に加え「福祉総合相談窓口機能」も担当し、

地域の活動が円滑に行えますよう、皆様のご支援ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

【転出者】 

藤沢公民館：髙橋館長（退任）、髙野   

藤 沢 支 所：飯田、市川、関谷、田村 

藤の台公民館：諸井館長（退任） 

 

【令和５年度の職員体制】 

藤 沢 地 区 セ ン タ ー 長：小峯   

地域づくり担当（公民館）：澤田、 野、堀江、金子、稲葉 

住民事務担当（支所機能）：西村、岩﨑、大野、黄川田、高森、浅野、横山 



 
地域活動団体応援事業について 

 

令和５年度より、地区センター（公民館）では、「サークルづくりに向けた教室・講座企画運営

団体（グループ）の募集と「地域活動団体」の誕生を応援する事業を行います。 

 

「サークルづくりに向けた教室・講座企画運営団体（グループ）」の募集 

  趣味・教養等に関するサークルづくりを目的とした教室の企画・運営団体（グループ）を 

募集します。地域で仲間づくりをしながら、楽しく学び合う場を作ってみませんか。 

  活動内容としては、手打ちそば・うどん・料理、囲碁、将棋、健康体操、卓球、陶芸、手芸、 

外国語、郷土史等があげられます。 

  応募受付期間（５月１日～8月 31日） 

 

 

「地域活動団体誕生応援」参加団体の募集 

  新たに地域活動を始めようとする団体（グループ）に対して、地区センター（公民館）が 

活動を共催事業とさせていただくなどして、運営が円滑に進むように応援します。 

  対象とする活動は、子育て広場、子ども食堂、高齢者サロン等の地域住民を対象に行う活 

動です。 

  応募受付期間（５月１日より随時） 

 

※ 詳細についてはお気軽にご相談ください。 

問い合わせ 藤沢地区センター地域づくり担当（☎２９６２－６４７５）  

 

 

 

 

 

 

 

ごろごろにある材料と道具で工作したり、木を切ったり、おしゃべりしたり… 

   小学生ならだれでも OK♪ ちょっと遊びにきませんか。 

★日にち 4月２４日(月)、5月２２日(月)、6月２６日(月) 

★場 所 藤沢地区センター ２階工作室 

★時 間 午後２時３０分～よい子チャイムまで 

       （保護者のお迎えがあれば、５時まで） 

★問合せ ＮＰＯ法人あそびあ～と☆こども劇場いるま（☎２９６２－７７１９） 

※あそびあ～と☆こども劇場いるまのスタッフが子どもの目線で見守り支えています。 

 

 

 

 

※ 新型コロナウイルスの拡大状況により、各事業の内容を変更または中止とさせていただく
場合があります。あらかじめご了承ください。 
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４月から分館となり利用方法が変わります。ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

藤の台分館をご利用いただく団体の皆さまへ 

地区センター化に伴い、藤の台分館を新規に利用する団体、または以前利用していてお休みし

ている団体が活動を再開する場合、令和 5年 4月以降は、利用者登録などの書類の提出が必要

です。 

減免対象団体の場合、書類が提出されないと利用料金が減免になりませんのでご注意くださ

い。また、提出先は「藤沢地区センター」です。 

ご不明な点は、藤沢地区センター地域づくり担当までお問い合わせください。 

   
 

 

 

 

 

～この地区センターだよりは、各自治会役員の皆様のご協力により配布されています～ 

「たんぽぽ（体操）」サークル会員募集中！  

ストレッチ、脳トレ、歌と笑顔で身体と心をほぐしましょう。 

２週間に一度のリフレッシュで毎日元気に過ごせます。 

楽しく和やかなひとときをご一緒しませんか。 

【持ち物】  ヨガマット又はバスタオル 飲み物 汗拭き用タオル 

       ※身体を動かせる服装と靴でお越しください。 

【日 時】  毎月第２・第４月曜日 午前１０時～１２時 藤の台分館 

【連絡先】  木下照代 ℡090-9360-2369 

 

●令和１０年度末まで、サークル活動や団

体等の会議で貸施設として利用するこ

とができます 

●定期的に利用している団体は、分館で施

設借用手続き（予約・使用料の支払い等）

ができます 

●分館の施設利用時間は変わりません 

（8:30～22:00／祝日・年末年始を除く） 

●分館窓口は、委託業者が対応します 

●初めて利用する場合や相談ごとは、藤

沢地区センターまでお願いします 

●印刷機は藤沢地区センターの印刷機

を利用してください 

●市主催事業は、分館でも行いますが、

徐々に藤沢地区センターへ移行して

いきます 

サークル会員募集中！ 


